
 

 

 

 

特定小型原動機付自転車の概要等について 

１ 要旨・目的 

  原動機付自転車が総排気量又は定格出力、車体の大きさや構造等によって、一般原動機 

付自転車、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車に分類されることと 

なる。 

 

２ 現状・背景 

令和４年４月 27日に公布された改正道路交通法等が、令和５年７月１日に施行される 

ため。 

  

３ 概要 

(1)  実施主体 

 16歳以上の者 

(2)  実施期間（日時） 

 令和５年７月１日（土）から 

(3)  場所 

 － 

(4)  実施内容 

   特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車で一定の交通違反を繰り返 

  す者に対して、公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命じる制度が 

  新設される。 

 

４ その他（関連情報等） 

  広島県警察 HP → 交通事故防止 → 電動キックボード等について 

  （https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/dendoukikkubo-do.html） 

令和５年５月 29日 
課 名 警察本部交通部交通企画課 
担当者 課長 佐藤 
内 線 5010 
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原動機付自転車（電動キックボード）の比較対象表一覧
（一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車）
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・　20km/hを超える速度が
　出せないこと
・　走行中に最高速度の設
　定を変更することができ
　ないこと
・　オートマ（AT機構）で
　あること
・　最高速度表示灯が備え
　られ、点灯していること
※【写真４】

・　６km/hを超える速度が
　出せないこと
・　側車がないこと
・　ブレーキが走行中に容
　易に操作できる位置にあ
　ること
・　歩行者に危害を及ぼす
　突出部がないこと
・　オートマ（AT機構）で
　あること
・　最高速度表示灯が備え
　られ、点滅していること


